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京都市美観風致審議会と専門小委員会について 

 

 京都市美観風致審議会（以下「審議会」という。）の審議事項は、景観計画の変更

や景観地区の指定等多岐に及びますが、これまでから、個別の建物や屋外広告物等に

関する許認可、指定等の専門の事項を審議するため、「景観」、「広告物」、「景観重要

建造物・樹木」の３つの専門小委員会を設置しています。注１ 

専門小委員会は、それぞれ会長の指名する５名以上の委員で組織することとしてお

り注２、審議会への諮問事項は、専門小委員会の決議をもって審議会の決議とすること

としています。注３ 

各専門小委員会で審議する主な事項は、以下のとおりです。注４ 

 

＜各専門小委員会で審議する主な事項＞ 

 ⑴ 景観専門小委員会 

   個別の建築計画等に対する許認可について審議します。 

  ア 風致地区内の行為の許可（大規模な建築物の新築等） 

  イ 景観地区内における建築物の認定の特例 

  ウ 眺望空間保全区域内における行為の許可 

 ⑵ 広告物専門小委員会 

   個別の屋外広告物等の許可や指定について審議します。 

  ア 車両等に表示する屋外広告物等の許可 

  イ 優良屋外広告物の指定 

 ⑶ 景観重要建造物・樹木専門小委員会 

   個別の建造物や樹木の指定、指定を受けた建造物の現状変更許可について審議

します。 

  ア 景観重要建造物・樹木の指定 

  イ 景観重要建造物の現状変更の許可 

 

 ※ 専門小委員会でなされた決議は、その決議がなされた委員会後初めて開かれる

審議会で報告します。注５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）根拠条文 

 注１ 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第６条第１項 

 京都市美観風致審議会規則第５条第１項 

 注２ 京都市美観風致審議会規則第５条第２項 

 注３ 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第６条第２項 

 注４ 専門小委員会の決議をもって審議会の決議とする事項について（決議） 

 注５ 京都市美観風致審議会規則第６条第５項 

 京都市美観風致審議会の運営に関する規程第２条 
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京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例（抜粋） 

 

(趣旨) 

第１条 この条例は、法律又は他の条例で別に定めるもののほか、執行機関の附属機関の設置等

に関し必要な事項を定めるものとする。 

(設置) 

第２条 市長及び教育委員会（以下「市長等」という。）に附属機関を置き、その名称、担任する

事務並びに委員の定数及び任期は、市長の附属機関にあっては別表第１、教育委員会の附属機

関にあっては別表第２のとおりとする。 

２ 前項の附属機関のほか、市長その他の執行機関は、その定めるところにより、設置期間が１

年以内の附属機関を置くことができる。 

３ 市長その他の執行機関は、前項の規定により附属機関を設置したときは、その旨を市会に報

告しなければならない。 

(委員の委嘱等) 

第３条 附属機関（前条第１項及び第２項の附属機関をいう。以下この条、次条第１項及び第５

条から第８条までにおいて同じ。）の委員は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関が担

任する事務に応じて市長等が適当と認める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。 

(委員の任期の特則等) 

第４条 第２条第１項の規定にかかわらず、補欠の附属機関の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 第２条第１項に規定する附属機関の委員は、再任されることができる。 

(特別委員及び専門委員) 

第５条 附属機関に、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があるときは特別委員を、

専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができる。 

２ 特別委員及び専門委員は、学識経験のある者その他市長等が適当と認める者のうちから、市

長等が委嘱し、又は任命する。 

３ 特別委員は特別の事項に関する調査又は審議が終了したときに、専門委員は専門の事項に関

する調査が終了したときに、それぞれ解嘱され、又は解任されるものとする。 

(部会) 

第６条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認

めるときは、部会を置くことができる。 

２ 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることがで

きる。 

(秘密を守る義務) 

第７条 附属機関の委員（特別委員及び専門委員を含む。）は、職務上知り得た秘密を漏らしては

ならない。その職を退いた後も、同様とする。 

(委任) 

第８条 この条例に定めるもののほか、附属機関に関し必要な事項は、市長等が定める。 
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 別表第２(第２条関係) ※抜粋 

名称 担任する事務 委員の定数 委員の任期 

京都市美観風致

審議会 

市街地の美観及び都市の風致の維持、伝統

的建造物群の保存その他都市景観の維持

及び向上に関する事項について、市長又は

教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審

議すること。 

20 人以内 2 年 
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京都市美観風致審議会規則 

 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例(以下「条例」という。)

第 8 条の規定に基づき、京都市美観風致審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を

定めるものとする。 

(委員の構成) 

第 2 条 条例第 3 条に規定する市長が適当と認める者として、関係行政機関の職員のうちから委

嘱する委員の数は、4 人以内とする。 

(会長) 

第 3 条 審議会に会長を置く。 

2 会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

(審議会の招集及び議事) 

第 4 条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が在任しないとき

の審議会は、市長が招集する。 

2 会長は、会議の議長となる。 

3 審議会は、委員及び議事に関係がある特別委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しな

ければ、会議を開くことができない。 

4 審議会の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

(専門小委員会) 

第 5 条 審議会に、専門の事項を調査し、及び審議させるため、条例第 6 条第 1 項に規定する部

会として、次に掲げる専門小委員会を置く。 

(1) 景観専門小委員会 

(2) 広告物専門小委員会 

(3) 景観重要建造物・樹木専門小委員会 

2 専門小委員会は、会長の指名する委員 5 人以上をもって組織する。 

3 専門小委員会ごとに委員長を置く。 

4 委員長は、その専門小委員会に属する委員の互選により定める。 

5 委員長は、その専門小委員会の事務を掌理する。 

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。 

 (専門小委員会の招集及び議事) 

第 6 条 専門小委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任

しないときの専門小委員会は、会長が招集する。 

2 委員長は、会議の議長となる。 
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3 専門小委員会は、当該専門小委員会の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。 

4 専門小委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

5 委員長は、専門小委員会の調査又は審議が終了したときは、当該調査又は審議の結果を審議会

に報告しなければならない。 

 (意見の聴取) 

第 7 条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の意見を聴くことができる。 

 (庶務) 

第 8 条 審議会の庶務は、都市計画局において行う。 

 (補則) 

第 9 条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 
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京都市美観風致審議会の運営に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、京都市美観風致審議会規則（以下「規則」）という。）第９条の規定に基づ

き、京都市美観風致審議会（以下「審議会」という。）の運営に関して必要な事項を定めるもの

とする。 

２ 審議会の運営については、京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例（以下「条例」

という。）、規則その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。 

（審議会への報告） 

第２条 規則第６条第５項の規定による審議会への報告は、条例第６条第２項の規定による決議

を行った専門小委員会後初めて開かれる審議会に、専門小委員会決議報告書（第１号様式）を

提出して行うものとする。 

（諮問の様式） 

第３条 京都市市街地景観整備条例、京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する

条例、京都市屋外広告物等に関する条例、京都市伝統的建造物群保存地区条例、京都市風致地

区条例、京都市風致地区条例施行規則、京都市自然風景保全条例、京都市眺望景観創生条例、

京都市景観整備機構の指定等に関する規則、京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）

景観地区の計画書及び京都市歴史的風致維持向上計画の策定及び実施等に関する要綱の規定に

より、審議会に諮り、又は審議会の意見を聴くときは、諮問書（第２号様式）に必要な説明資

料を添えて提出するものとする。 

（答申の方式） 

第４条 審議会が市長又は教育委員会の諮問に応じ、調査し、及び審議した結果を市長又は教育

委員会に通知するときは、答申書（第３号様式）により通知するものとする。 

（会議録） 

第５条 審議会又は専門小委員会を開催したときは、次に掲げる事項を記載した会議録を作成す

るものとする。 

 （１）審議会を開催した日時及び場所 

 （２）出席委員の氏名 

 （３）議事の概要 

（会議の公開） 

第６条 審議会又は専門小委員会の会議及び前項の規定による会議録は、京都市市民参加推進条

例第７条第１項の規定により、原則として公開とする。ただし、審議内容が、京都市情報公開

条例第７条に規定する非公開情報に該当すると出席委員の過半数が認める場合は、非公開とす

る。 
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平成２４年１２月１７日制定 

平成２６年 ４月 １日改正 

平成２８年 ４月 １日改正 

令和 ３年 １月１５日改正 

 

専門小委員会の決議をもって審議会の決議とする事項について（決議） 

 

京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第６条第２項の規定に基づき専門小委員

会の決議をもって審議会の決議とする事項は、次に掲げる事項とする。ただし、専門小委員

会の委員長が本市の景観に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、この限りでな

い。 

 

⑴ 景観専門小委員会 

ア 京都市市街地景観整備条例第５１条第７号及び同条第９号（計画を当初に定めると

きを除く。）に規定するもの 

イ 京都市風致地区条例第１条の２第３項に規定するもの（計画を当初に定めるときを

除く。）並びに京都市風致地区条例施行規則第２条及び第７条第３項に規定するもの 

ウ 京都市自然風景保全条例第６条第３項に規定するもの（計画を当初に定めるときを

除く。）及び第１３条に規定するもの 

エ 京都市伝統的建造物群保存地区条例第３条第５項に規定するもの 

オ 京都市眺望景観創生条例第１３条第１項に規定するもの 

カ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）景観地区の計画書に規定する景観

地区における建造物の形態意匠の認定の特例及びただし書きに規定する京都市美観風致

審議会が定める要件に適合する建築物の決定又は変更 

キ 京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第１４条第２項の規

定に基づき美観風致審議会の意見を聴取するもの 

⑵ 広告物専門小委員会 

京都市屋外広告物等に関する条例第１１条第２項及び第３項、第２５条第２項、 

  第３２条第２項並びに第３４条の５第２項及び第３項に規定するものに関すること。 

⑶ 景観重要建造物・樹木専門小委員会 

ア 京都市市街地景観整備条例第５１条第２号に規定するもの 

イ 京都市市街地景観整備条例第５１条第３号に規定する景観重要建造物及び景観重要

樹木の現状変更の許可 

ウ 京都市市街地景観整備条例第５１条第１０号に規定するもの 

 

 


